
厚生専門部会

（単位：円） （単位：円） （単位：円）

階層区分
３歳未満

児
３歳以上

児
階層区分

３歳未満
児

３歳以上
児

階層区分 ３歳未満児
３歳以上

児
階層区分

３歳未満
児

３歳以上児

第１階層 0 0 第１階層 0 0 第１階層 0 0 第１階層 0 0

第２階層
市 町 村 民 税
非 課 税 世 帯

3,000 2,000 第２階層 2,000 1,500 第２階層
市 町 村 民 税
非 課 税 世 帯

1,300 1,000 第２階層 9,000 6,000

第３階層
市 町 村 民 税
課 税 世 帯

8,500 6,500 第３階層 8,500 5,500 第３階層
市 町 村 民 税
課 税 世 帯

7,000 5,000 第３階層 19,500 16,500

第４階層 　６４，０００円未満 14,500 12,500 第４階層 　８０，０００円未満 13,500 11,500 第４階層 　６４，０００円未満 13,500 11,000 第４階層 30,000 27,000

第５階層
　６４，０００円以上
１６０，０００円未満

28,000 17,500 第５階層
  ８０，０００円以上
２００，０００円未満

26,500 17,000 第５階層
　６４，０００円以上
１６０，０００円未満

20,000 16,000 第５階層 44,500 41,500

第６階層
１６０，０００円以上
４０８，０００円未満

37,000 20,000 第６階層
２００，０００円以上
５１０，０００円未満

35,500 18,000 第６階層
１６０，０００円以上
４０８，０００円未満

22,000 17,000 第６階層 61,000 58,000

第７階層 ４０８，０００円以上 44,000 22,000 第７階層 ５１０，０００円以上 40,000 19,000 第７階層 ４０８，０００円以上 25,000 18,000 第７階層 80,000 77,000

   この表の３歳未満児とは、保育の実施がとられた日の属する年度の４月
１日において３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中
で３歳に達した場合においても、その年度中に限り３歳未満児とみなす。

   この表の３歳未満児とは、保育の実施がとられた日の属する年度の４月
１日において３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中
で３歳に達した場合においても、その年度中に限り３歳未満児とみなす。

   この表の３歳未満児とは、入所の措置がとられた日の属する月の初日に
おいて３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で３歳
に達した場合には、次の月の初日より３歳児とする。

定　　　　　　　　　義定　　　　　　　　　義

各月初日の在籍保育の実施児童の属する世帯の階層区
分

徴収金基準額（月額）
各月初日の在籍保育の実施児童の属する世帯の階層区

分
保育料（月額）

備　　　　　考

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額） 徴収金基準額（月額）

国徴収金基準額    （単位：円）

高 富 町

各種事務事業の取扱い

保育料基準額表 保育料徴収基準額表

協議細目 福祉関係事業（保育料）

 　保育料については、美山町の例による。ただし、同一世帯から２人以上の児童が保育の実施をされている場合の第２子及び第３子以降については高富町の例による。

保育料徴収基準額表

協 議 項 目

調 整 の 方 針

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）

第１、第２階層を除き前
年分の所得税課税世
帯であって、その所得
税の額の区分が次の
区分に該当する世帯

第１階層を除き、前年
分の所得税課税世帯
であって、その所得税
の額の区分が次の区
分に該当する世帯

第１階層を除き前年度分の村民税非課税世帯

前　年　度　分　村　民　税　課　税　世　帯
（均等割、所得割のある世帯）

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）

第１階層及び第４～第
７階層を除き、前年度
分の市町村民税の額
の区分が次の区分に
該当する世帯

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

伊 自 良 村

　 なお、新市の保育料は、国の徴収金基準額を参考に段階的に改定を図るものとする。

児童福祉分科会

 延長保育料は、高富町の例による。

美 山 町

定　　　　　　　　　義

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）

第１階層及び第４～第
７階層を除き前年度分
の市町村民税の額の
区分が次の区分に該
当する世帯

第１階層を除き前年分
の所得税課税世帯で
あって所得税の額の区
分が次の区分に該当
する世帯
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厚生専門部会

協 議 項 目

項 目

第１欄 第１欄

対象児童

第 １ 子

第 ２ 子

第３子以降

第２階層 第２階層 第２階層

第３階層 第３階層

協議細目 福祉関係事業（保育料）各種事務事業の取扱い

児童福祉分科会

0　円

6,000

0　円

4,000

　児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に
掲げる階層に認定された場合は、それぞれ次表に掲げる
徴収金基準額とする。

　児童の属する世帯の階層が第２階層と認定された世帯で
あっても、次に掲げる世帯である場合には、申請に基づき、
当該階層の徴収金の額を０円とする。

　児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表
に掲げる階層に認定された場合は、それぞれ次表に掲
げる徴収金基準額とする。

①母子世帯等

第３欄

最も徴収金の額が低い児
童（最も徴収金の額の低い
児童が２人以上の場合は、
その内の１人とする）以外
の児童

２～４階層
に 属 す る
世 帯

５～７階層
に 属 す る
世 帯

②在宅障害児（者）のいる世帯

③保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者
等特に困窮していると町長が認めた世帯

徴収金基準額 徴収金基準額
階層区分

３歳未満児の場合 ３歳以上児の場合

①母子世帯等

②在宅障害児（者）のいる世帯

③生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長
が認めた世帯

階層区分
３歳以上児の場合

0　円 0　円

①母子世帯等

徴収金基準額

３歳未満児の場合 ３歳以上児の場合

②在宅障害児（者）のいる世帯

階層区分

③保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護
者等特に困窮していると町長が認めた世帯

0　円 0　円

7,500 5,500

３歳未満児の場合

高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

高 富 町 伊 自 良 村

第２欄

　 第２～第７階層における同一世帯から２人以上の児童が保育の
実施をされている場合において、次表の第１欄の階層区分ごとに第
２欄に掲げる児童については、次表第３欄により計算して得た額を
その児童の徴収金の額とする。ただし、第３子以降については、全
額徴収しないものとする。

美 山 町

調 整 の 方 針

　 第２～第７階層における同一世帯から２人以上の児童が保育の
実施をされている場合において、次表の第１欄の階層区分ごとに
第２欄に掲げる児童については、次表第３欄により計算して得た額
をその児童の保育料の額とし、算出された額に１０円未満の端数が
生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

第３欄第２欄

ア　最も保育料が低い児
童（同額児童が２人以上
の場合はそのうちの１人
とする）

基準額表に定める額
×０．５

基準額表に定める額
×０．１

イ　ア以外の児童のう
ち、最も保育料が低い児
童（同額児童が２人以上
の場合はそのうちの１人
とする）

第２～第７
階 層 に 属
す る 世 帯

ウ　上記以外の児童

基準額表に定める額

　 第２～第７階層における同一世帯から２人以上の児童が保
育の実施をされている場合は第１子は全額、第２子は半額、
第３子からは１０分の１を徴収する。又３歳未満児が年度の途
中で３歳に達した場合は、その年度中に限り３歳未満児の保
育料を適用する。（１０円未満の端数は切り捨てる。）

半　　　　額

１０分の１

　保　育　料

全　　　　額 徴収基準額表の徴
収金の２分の１の
額
（注）１０円未満の
端数は切り捨てる。

第３子以降

最も徴収金の額が高い児
童（最も徴収金の額の高い
児童が２人以上の場合は、
その内の１人とする）以外
の児童

無料
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高 富 町 ・ 伊 自 良 村 ・ 美 山 町 合 併 協 議 会 の 調 整 方 針

各種事務事業の取扱い

区分 区分 区分

葛原保育所

平　日

午後５時を超え
る場合、１人あた
り月額１，０００円

土曜日

土曜日

午後４時３０分～午後６時００分

正午～午後１２時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時３０分～午前８時３０分

土曜日

午後４時３０分～午後５時００分

正午～午後１２時３０分

土曜日

土曜日

平　日

西武芸保育所

土曜日
正午～午後１２時３０分

富永保育所

平　日

午後４時３０分～午後６時００分

午前７時４５分～午前８時３０分

平　日
午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後５時００分

正午～午後１２時３０分
土曜日

午前７時４５分～午前８時３０分
桜尾保育所

中央保育所

平　日
午前７時４５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後５時００分

正午～午後１２時３０分
土曜日

午前７時４５分～午前８時３０分

乾　保育所

平　日

正午～午後１２時３０分

谷合保育所

大桑保育所

平　日
午前７時３０分～午前８時３０分

中部保育所

平　日
午前７時３０分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後７時００分

午前７時３０分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後５時００分

正午～午後１２時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午前７時４５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後５時００分

延長保育料保育所名

平　日

土曜日
午前７時３０分～午前８時３０分

午前７時３０分～午前８時３０分

正午～午後１２時３０分

午後４時３０分～午後６時００分

保育所名

１時間につき
１人あたり５０円

高富保育所

梅原保育所

平　日

午前７時３０分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後７時００分
平　日

土曜日

土曜日

正午～午後１２時３０分

午前７時３０分～午前８時３０分

正午～午後１２時３０分

※利用時間の
算定にあたり、
３０分を超えた
場合は１時間と
みなす。

延長時間 延長保育料

午前７時３０分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後６時００分

正午～午後１２時３０分

午前７時３０分～午前８時３０分

高　　　　　　　　　富　　　　　　　　　町

保育所名

福祉関係事業（保育料）協 議 項 目 協議細目

伊 自 良 村

【延長保育料】 【延長保育料】 【延長保育料】

延長時間

厚生専門部会 児童福祉分科会

調 整 の 方 針

美　　　　　　　　　　　山　　　　　　　　　　　町

午前７時３０分から
午前８時まで若しく
は午後５時から午
後６時までは、１人
あたり日額５０円と
し、午後６時を超え
る場合はさらに５０
円加算

伊自良村
保育所

土曜日 午前７時３０分～午前８時３０分

平　日
午前７時３０分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後７時００分

延長保育料 延長時間
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